
事 務 連 絡  

令和７年１月６日  

 

介護保険指定事業者 各位  

 

神奈川県福祉子どもみらい局福祉部高齢福祉課 

 

介護保険法第115条の44の２の規定に基づく 

介護サービス事業者の経営情報の報告について（依頼） 

 

日ごろより介護保険サービスの適切な提供に御尽力いただき、誠にありがとうございます。  

 介護サービス事業者経営情報の報告等については、厚生労働省から発出された通知等について、「介護情

報サービスかながわ」を通じてお知らせしてきたところですが、今般、令和６年12月13日付事務連絡におい

て、本制度の報告用システム「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」の運用開始日時が令和

７年１月６日（月）13 時に確定した旨連絡がありました。 

 つきましては、本制度対象事業者の皆様におかれましては、県ホームページ及び厚労省通知等を御確認の

上、報告期限内に経営情報の御報告をお願いいたします。 

 県ホームページ：https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/cnt/f5351/f5351.html 

  

１ 報告について 

（１）対象事業所（県から個別に通知しませんので、次の要件を御確認の上、事業所において対象となるか 

否か判断してください） 

原則、全ての介護サービス事業者 

   ※ただし、以下①から④に該当する場合は対象外 

① 過去１年間で提供を行った介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下のもの 

② 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことが出来ないことにつき正当な理由があるもの 

③ 下記、「対象サービス」以外のサービス（居宅療養管理指導等） 

④ 医療みなし及び施設みなしで指定があったものとみなされた日から起算して１年を経過しない場合   

※１ 

 

≪対象サービス一覧≫ 

訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、通所 

介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介 

護※２、(介護予防)特定施設入居者生活介護※３、(介護予防)福祉用具貸与、(介護予防)特定福祉用具 

販売、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認 

知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、 

(介護予防)地域密着型特定施設入居者生活介護※４、(介護予防)地域密着型介護老人福祉施設入所者生 

活介護、(介護予防)複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）、(介護予防)居宅介護支援、(介 

護予防)介護福祉施設サービス、(介護予防)介護保健施設サービス、(介護予防)介護医療院サービス 

 

※１ いわゆる「みなし指定」の保険医療機関、介護老人保健施設、介護医療院の行う居宅サービス及 

び介護予防サービスについては、指定があったものとみなされた日から起算して１年を経過しない   

場合は、報告の対象外です。 

※２ 介護保険法施行規則第14条第４号及び第22条の14第４号に掲げる診療所に係るものを除く。 

※３、４ 養護老人ホームに係るものを除く。 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/cnt/f5351/f5351.html


（２）報告の単位 

介護サービス事業者経営情報の報告は、原則、介護サービス事業所・施設単位で行うものとしますが、    

事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場合については、法人単位で報告   

することとしても差し支えないものとします。 

 

（３）介護サービス事業者が報告する内容 

介護サービス事業者経営情報の具体的な報告内容は、以下に掲載します。 

   厚生労働省通知（老認発0802第１号、老高発0802第１号、老老発0802第２号）抜粋 

 

（４）介護サービス事業者が報告する方法 

報告は、厚生労働省において運営するシステム、「介護サービス事業者経営情報データベースシステ  

ム」により行うものとします（受付開始：令和７年１月６日13時）。  

「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」： 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/zaimu/todokede/login 

  

≪ＧビズIDについて≫ 

    報告にあたってＧビズＩＤのアカウント取得が必要となります。   

取得には、通常１～２週間かかりますので、早めのアカウント取得をよろしくお願いいたします。 

・介護サービス事業者経営情報データベースシステムＧビズＩＤ等取得の手引き 

      ビズＩＤヘルプデスク 0570-023-797 

       【受付時間】9：00～17：00（土・日・祝日、年末年始を除く） 

 

（５）報告の期限  

報告期限は、報告を行う介護サービス事業者の介護サービス事業者の毎会計年度終了後、３月以内で  

す。ただし、令和６年度内に実施されるべき報告（令和６年３月31日から同年12月31日までに会計   

年度が終了する報告）に限り、報告期限を令和６年度末（令和７年３月31日）までとします。 

 

２ 問合せ先（お電話でのお問合せはお控えください。） 

厚生労働省が発出した通知類、マニュアルを御確認いただいた上で、御不明な点がある場合は、以下よ 

りお問合せください。なお、新しい制度であるため、多数の質問が想定されます。いただいた質問に対し 

正確に回答させていただきたいと思いますので、お電話でのお問合せはお控えいただくようお願いいたし 

ます。ご不便をおかけしますが、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

（１）システムの操作方法等に関するお問合せ 

厚生労働省ヘルプデスクへメールにより直接お問合せください。 

〇厚生労働省ヘルプデスク： 

helpdesk_kaigokeiei@kaigokensaku.mhlw.go.jp 

 

（２）制度（報告期限、報告単位等）に関するお問合せ 

神奈川県電子申請システム（e-kanagawa）からお問合せください。 

〇「神奈川県介護サービス事業者経営情報報告制度専用問合せフォーム」： 

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=88041 

※質問の内容によって、回答に時間がかかる場合がございますが、御理解のほどよろしくお願いいた 

します。 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/zaimu/todokede/login
mailto:helpdesk_kaigokeiei@kaigokensaku.mhlw.go.jp
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=88041

